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厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

 

風しんの抗体検査の啓発資材について（周知） 

 

 平素より「風しんに関する特定感染症予防指針」（平成 26 年厚生労働省告示

第 122 号）に基づく風しん対策に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

昨年９月に世界保健機関西太平洋地域事務局（WPRO）により、日本の風しんの

排除が認定されました。貴部局におかれましては、これまで令和６年度末に終了

した風しんの追加的対策にかかる対応等にあたり、御協力をいただき誠にあり

がとうございました。 

麻しんは2015年に世界保健機関西太平洋地域事務局（WPRO）より排除認定を受

けておりますが、近年の世界的な流行の影響を受け、海外から日本へ持ち込まれ

たと考えられる麻しんの報告数が増加しております。風しんにおいては、昨今、

日本における報告数は年間数例から十数例程度となっております。しかし、麻し

ん同様に、今後、海外からの持ち込みにより感染者が増える可能性は否定できず、

引き続き風しんの排除認定の維持及び先天性風しん症候群（CRS）の予防対策が

重要です。 

現在、多くの自治体において実施されている風しんの抗体検査事業は、小児に

おける定期予防接種と共に風しん対策における根幹となるものであり、引き続き

排除認定の維持と、先天性風しん症候群の予防啓発として、ポスター（別紙１）

やリーフレット（別紙２）、動画を作成いたしました。 

 つきましては、下記厚生労働省ホームページより、ポスター （別紙１）やリー

フレット （別紙２）をダウンロードいただき、動画 URL と合わせて、風しん対策

の啓発に広く御活用いただきますようお願い申し上げます。 

 

各媒体の掲載先：厚生労働省ホームページ風しんについて｜厚生労働省  

http://#
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